
「町制施行７０周年記念ロマンのかけはし・町民号」研修派遣事業 

参加者募集要領 

 

「町制施行７０周年記念ロマンのかけはし・町民号」研修派遣事業の実施に当

たり、参加者の募集に関する事項を次のとおり定める。 

 

１ 行程 

  別紙１のとおり 

 

２ 募集人数 

  ４０人 

  ※募集した参加者のほか、町長、町議会議長及び町職員２名が随行する。 

 

３ 一人当たりの旅費 

  実質旅費   ９５，０００円 

  町負担額   ３５，０００円 

  参加者負担額 ６０，０００円 

  ※宿泊先で４名１室を選択した場合の金額を基準とし、２名１室の場合は

５，５００円の追加費用を負担する。 

  ※４名１室を希望された方が部屋割りの都合により２名１室となった場合

でも、追加費用を負担するものとする。 

 

４ スケジュール 

  ４月１５日 参加者募集開始 

  ５月 ２日 応募締切 

  ５月 ９日 抽選・仮決定（応募者多数の場合）、審査・参加者決定 

  ５月１２日 決定通知 

  ５月２３日 参加者負担金の支払期日 

  ６月中   参加者事前説明会（必要に応じて） 

  ６月１９日～２１日 研修派遣 

 

５ 参加者の募集・決定 

（１）参加要件 

  次の要件を全て満たす者とする。 

ア 令和７年１月１日時点から引き続き本町に住所を有し、かつ、令和７年



  ４月１日時点で１８歳以上の者 

イ 町税等に滞納がない者 

ウ 研修により自己の見識を広め、「町制施行７０周年記念 ロマンのかけ

はし・町民号」研修派遣事業実施要綱第１条に規定する目的の達成に

積極的に寄与する意思を有する者 

エ 心身ともに健康で協調性に富み、計画に従って規律ある行動ができる

  者 

オ 派遣のための事前説明会等に全て参加できる者 

（２）応募方法 

  参加希望者は参加申込書（別紙２）を企画政策課に持参又は郵送により提出

するものとする。 

（３）募集期間 

  令和７年４月１５日（火）～５月２日（金） 

（４）抽選 

  応募者多数の場合は次のとおり選定する。 

また、グループでの申込があった場合は、そのグループのメンバーを１つの

参加者と扱い、抽選を行う。 

  ア 町が実施した同様の事業において、過去に派遣されたことがない者を 

優先的に選定する。 

  イ アによる優先者を選定後もなお定員を超える場合は、当該優先者に該

当する者の中から抽選により選定する。 

  ウ アの規定により定員に満たない場合は、過去に派遣されたことがある

者の中から不足人数分を抽選により選定することができる。 

  エ イ及びウにより抽選した場合は、欠員に備え、補欠参加者（繰り上げ当

選者）を選定することができる。 

  オ アからエにより選定された者を仮決定者とする。 

（５）参加者の決定 

  ア 応募者（抽選実施時は仮決定者）の参加要件を確認し、要件を満たして

いる者を参加者として決定する。 

イ 参加者が決定したときは、決定通知と参加者負担金納付書を送付する。 

 

 

 



７ キャンセル規定 

  参加者決定後、参加者の都合により辞退する場合は、業務を委託する名鉄観

光サービス（株）徳島支店のキャンセル規定に基づき、キャンセル料を徴収す

ることができる。 

  なお、キャンセル料は３の実質旅費から保険料等を除いた額（旅行代金）を

基準として算定する。 

 【参考】キャンセル料の目安 

キャンセル日 キャンセル料 算定根拠 

５月２９日まで ７７０円  企画料金の額 

５月３０日以降 １８，７９２円  旅行代金の２０％ 

６月１２日以降 ２８，１８８円  旅行代金の３０％ 

６月１８日 ３７，５８４円  旅行代金の４０％ 

６月１９日 ４６，９８０円  旅行代金の５０％ 

無連絡不参加及び旅行開始後 ９３，９６０円  旅行代金の１００％ 

 

８ その他 

 「町制施行７０周年記念ロマンのかけはし・町民号」研修派遣事業実施要綱

及び本募集要領に定めのない事項は、別途定めることとする。 

 



別紙１ 

期間 ：２０２５年６月１９日(木)～６月２１日(土) ２泊３日  大型バス：１台利用   バスガイド：１名   添乗員：1名 

日次 月/日（曜） 行           程            備 考 

１ 
6月 19日 

(木) 

    〈高速道路経由〉         ANA735              現地ガイド乗車【約 120分】 

藍住町=======淡路 SA(休憩) =======伊丹空港――✈――仙台空港=======石巻市（とり文）======= 
  6:20  7:35    7:50     8:50 10:00    11:15 11:50  12:50     13:40 

                                               ≪昼食:和食御膳≫        

［秋保温泉］ 

 

篝火の湯 緑水亭 

さくら館 

TEL022-397-3333 

 

(基本 4名=1室利用) 

 東日本震災避難所・津波と津波火災の状況を残している全国唯一の震災遺構巡る〈高速道路経由〉   

=======日和山=======震災遺構門脇小学校=======石巻(元気いちば) =======秋保温泉(泊) 

                                           15:40   17:10頃            

２ 
6月 20日 

(金) 

〈高速道路経由〉訪問・交流    さくらんぼ狩り体験 

旅館=======河北町役場=======河北町「さくらんぼ狩り」========ひなの湯======== 

    8:00  9:30    10:30 11:00           12:00  12:20    13:20 

                              ≪昼食:名物肉そば膳≫        

［天童温泉］ 

 

美味求真の宿 

天童ホテル 

TEL023-654-5511 

 

(基本 4名=1室利用) 
 現地ガイドの資料館案内・紅花染め体験(ハンカチ)  将棋の街と呼ばれる 

=======紅花資料館・紅花染め体験=======天童市将棋資料館========天童温泉(泊) 

            13:35               15:30  16:00       16:40   16:45 

               ※資料館見学→紅花染め体験、紅花染め体験→資料館見学の２班に分かれる。 

３ 
6月 21日 

（土） 

     蔵王のシンボル      ANA736        〈高速道路経由〉                    

ホテル=======蔵王（お釜）======仙台空港――✈――伊丹空港=======淡路 SA(休憩) =======藍住町 

  8:00  9:30   10:10  11:55 12:55    14:15 15:10  16:10  16:25   17:50頃 

               ≪昼食:機内弁当≫                            

 



年   月   日 

「町制施行７０周年記念ロマンのかけはし・町民号」研修派遣事業参加申込書 

藍住町長 殿 

「町制施行７０周年記念ロマンのかけはし・町民号」研修派遣事業に参加したいので、次のとお

り申込します。なお、参加対象要件を確認するために、必要に応じて私の個人情報を関係機関に照

会することに同意します。 

住   所 藍住町 

ふ り が な  

氏   名  

生 年 月 日       年    月    日  （       歳） 

電 話 番 号  

メ ー ル ア ド レ ス  

希 望 の 部 屋 人 数 □ ４人部屋   □ ２人部屋（追加費用が必要です） 

町民号の参加経験 □ 初めて    □ 参加経験あり（    ）回目 

申 込 形 態 □ 個人  □ グループ（下部「グループでの申込」をご確認ください） 

誓 約 ・ 同 意 

次の□全てに✓が付く方が申込できます。 

□ 私は、事業に関する実施要綱、募集要領を確認の上、申込しています。 

□ 私は、参加対象要件を全て満たしています。 

□ 私は、希望の部屋割りにならず参加費が変更となっても異議はありません。 

□ 私が参加者として決定した場合には、藍住町が指定する期日までに遅延

なく参加費を支払います。期日までに支払いができなかった場合には、

参加者としての決定が取り消されても異議はありません。 

□ 私は、抽選やキャンセルの規定を理解し、その内容に同意します。 

グループでの申込 

・１グループは４名までとします。 

・グループとして申し込む場合は、グループの方全員の名前を以下に記載してください。 

・グループの方全員から参加申込書をご提出いただく必要があります。 

・グループ内に町民号の参加経験が初めての方と参加経験ありの方が混在する場合は、参加経

験ありとして取り扱います。 

・抽選の場合は、グループを１人の参加者として抽選を行います。 

グループの方の氏名（本人以外） 

   

 

別紙２ 


